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内

閣

府

○

令
第
十
一
号

農
林
水
産
省

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
六
十

一
号
）
第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関

す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
知
事
の
報
告
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
二
十
一
年
十
一
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩
山

由
紀
夫

農
林
水
産
大
臣

赤
松

広
隆

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
知
事
の
報
告
に
関
す
る
命
令

１

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

勧
告
又
は
命
令
を
し
た
米
穀
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

勧
告
又
は
命
令
を
し
た
年
月
日

三

勧
告
又
は
命
令
に
係
る
指
定
米
穀
等
の
種
類

四

勧
告
又
は
命
令
の
内
容

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

令
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
法
第
四
条
、
第
八
条
又
は
第
九
条
の
規
定
の
施
行
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

報
告
を
求
め
、
又
は
立
入
検
査
を
行
っ
た
米
穀
事
業
者
又
は
米
穀
等
の
運
送
業
者
若
し
く
は
倉
庫
業
者
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所

二

報
告
を
求
め
、
又
は
立
入
検
査
を
行
っ
た
年
月
日

三

報
告
の
徴
収
又
は
立
入
検
査
に
係
る
指
定
米
穀
等
の
種
類

四

報
告
の
徴
収
又
は
立
入
検
査
の
結
果

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
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附

則

こ
の
命
令
は
、
米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二

十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


